
二四

一

　

　

　

　

■

ヽ

　

　

　

●

｣

九
十
三
号

団
体
営
旭
東
地
区
は
場
整
備
事
業
の
経
費
の
賦
課
基
準
並
び
紅
そ
の
徴
収
の
時
期

及
び
方
法
に
つ
い
て

∫

次
の
と
お
り
旭
東
地
区
は
場
軽
侮
事
業
の
経
蛍
の
賦
課
基
準
並
び
に
そ
の
徴
収
の
時
期
及
び
方
法
に
つ

い
て
'
三
朝
町
営
土
地
改
良
事
業
の
凝
草
の
威
艶
徴
収
に
関
す
る
条
例
(
昭
和
四
十
七
年
l
ニ
朝
町
条
例
第

十
六
号
)
窮
二
条
撃
嘉
の
規
定
に
よ
り
､
本
番
会
の
東
証
を
求
め
る
o

昭
和
五
十
八
年
十
二
弓
二
十
二
日

三

　

朝

　

町

　

長

　

　

松

　

　

村

　

　

喬

　

　

成

男
嘉
<
k
q
貸
せ
苦
原
索
可
決三

朝
町
親
金
蔵
長
名
戴
典
由



1

　

事

業

の

名

称

及

び

工

事

名

　

　

は

場

整

備

事

業

旭

東

地

区

　

は

場

整

備

工

孝

二

　

施

　

　

行

　

　

場

　

　

所

　

　

三

朝

町

大

字

鍋

田

及

び

森

地

内

三

　

経

費

の

賦

課

基

準

　

事

業

費

の

二

十

五

パ

ー

セ

ン

ト

,

を

受

益

孝

に

面

梼

割

で

賦

課

す

る

も

の

と

す

る

｡

四

　

徴

　

収

　

の

　

時

　

期

　

工

事

に

着

手

し

た

日

の

翌

日

か

ら

そ

の

年

度

の

三

月

三

十

1

日

ま

で

の

間

五

　

徴

　

収

　

の

　

方

　

法

　

金

銭

と

し

二

二

朝

町

税

条

例

(

昭

和

四

十

五

年

三

朝

町

粂

例

第

十

八

号

)

　

の

例

に

よ

る

｡


